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ヤフーとLINEの経営統合が意味するものとは？ 
「スーパーアプリ」の実現は生活を変える可能性も 

 

日本最大級のポータルサイト「Yahoo! Japan」

を運営するヤフーと、月間アクティブユーザー

数8,000万人以上を誇る「LINE」のLINEが経営統

合に合意した。この統合を後押しした要因は、

“キャッシュレス決済戦争”の結果だったので

はないか。「LINEペイ」のユーザー数はヤフー

傘下「PayPay」の半分以下。一方、ひとり勝ち

と喧伝されている「PayPay」は期間限定ながら

手数料無料。信用スコアサービスへの布石とし

て展開しているのは明らかだが、道筋はまだ出

来上がっていない。こうした状況を踏まえると、

両社の会見で「スーパーアプリ」という単語が

何回も登場したのは大きな意味を持つ。「スー

パーアプリ」とは、1つのアプリでSNSや交通、e

コマース、決済などあらゆるサービスを利用で

きる状態を指す。この状態を実現し、大量のユ

ーザーを囲い込めば、まさに一大経済圏が誕生

することとなる。「統合によるデメリットを考

慮するよりも、日本でいちはやく「スーパーア

プリ」の土台を整えるべき」。これが、両社の

思惑が一致したポイントではないか。そして、

「スーパーアプリ」が決済のプラットフォーム

となれば、生活行動が一変する可能性もある。

生活にまつわる決済のすべてがスマホで完了し

てしまう――これはもはや未来予想図ではな

く、現実。実際、30代の3割が、スマートフォン

を利用するようになって銀行窓口へ行かなくな

ったという調査結果もあり、「振り込みのため

銀行へ行く」「コンビニで各種料金を決済する」

といったアクションがなくなるかもしれない。 

 

特定同族会社事業用宅地等の特例 
青空駐車場や資材置場は適用せず 

 

特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が所

有する土地で、被相続人や被相続人の家族がオー

ナーとして経営している会社（同族会社）が事業

（貸付事業を除く）を行うために使用している土

地。会社の事業に使っていた土地のうち400㎡ま

での部分の評価額が80％減額できるため、相続税

が節税できる。ただし、評価額が減額できるのは

土地だけで、建物や構築物の評価額は減額できな

い。 

同族会社に貸し出している土地は、多くの場合

その賃貸料が相続人の生活を支えており、その土

地は自宅の敷地と同様に今後の生活のために必

要不可欠なものといえることから、特定居住用宅

地等と同じ80％減額の特例が適用できることに

なっている。これらの土地に高額の相続税が課税

されると、納税のために資産を売却することも

考えられ、相続人の今後の生活が立ち行かなく

なる恐れもあるからだ。 

この特例を適用するための主なポイントは、

(1) 土地に建物や構築物があること（アスファ

ルト舗装や砂利敷などをしていない青空駐車場

や資材置場では特例は適用できない）、(2)相続

開始直前において被相続人及び被相続人の親族

等がその会社の発行済株式の総数又は出資額の

総額の50％超を有していること、(3)相続人が相

続税の申告期限においてその会社の役員である

こと、などだ。 

そのほか、土地の保有継続要件（相続税の申

告期限まで有していること）もあり、これらの

要件を全て満たす必要がある。 

 


